
不　要

必　要

不　要

必　要

工事管理のフロー（簡易型）　

・工事発注者と工事請負業者により
工事内容の他、火災予防上必要な事項
の協議を行う。

・工事が完了したことを工事発注者と工事
請負業者にて確認する。

工事関係書類

工事関係書類

工事施工要領書

工事関係書類

工事関係書類

申請書等

工事許可証
火気使用許可証

実施事項等

・工事発注者より情報提供を受け、工事
箇所確認の上、工事請負業者にて、次の
内容を盛り込んだ「工事施工要領書」を作
成する。　　　　　　・工事内容の概要
・行程表
・工事詳細手順
・工事関係図面
・工事安全対策（リスクアセスメント）
・火気監視の方法
・工事組織表
・工事関係者への安全教育
・緊急時の通報・連絡体制

・工事請負業者は、工事内容を明らかに
したうえで、工事発注者の許可を受ける。

・工事発注者の担当部門が関係法令につ
いての法的な検討を行う。

工事請負業者

工事請負業者

９）工事の完了確認

関係機関による
完成検査

10）完成検査

工事発注者 工事請負業者

関係機関への手続き

４）各種申請等

１）法的検討 工事発注者

２）工事会議 工事発注者

工事発注者

工事請負業者

工事請負業者

工事発注者

工事発注者 工事請負業者

工事発注者 工事請負業者

工事発注者
・工事発注者の担当部門が関係機関に対
し、必要な検査の申請を行う。
・工事施工後に必要な検査を行い、関係
機関の検査を受検する。

関係機関「消防局等」

関係機関

関係書類等

工事施工要領書

関係機関

・工事発注者協力のもと、工事請負業者
にて工事施工要領書に基づき、作業環境
に関する安全対策（仕切り、パージ、設備
内の清掃等）を実施する。

・工事請負業者にて工事を実施する。
・必要に応じた、火気使用状況の監視（火
花飛散状態等）
・工事着工中に、工事計画、安全対策、設
備運転状況等に変更がある場合は、再度
打ち合わせ等を行い、適切な措置を行う。
・火気使用後の、工事箇所及び周囲の状
況の監視（約３０分間）
・工事着工中に工事内容や安全対策等に
変更が生じた場合は工事発注者と工事請
負業者にて再度、必要な協議を行う。

・工事発注者の担当部門が関係機関に対
し必要な申請等を行う。
・工事請負業者は工事内容の補助説明と
して付き添う

関係者会議により次の事項を行う。
・関係者でリスク評価を行う。
・「工事施工要領書」の再確認後、内容を確定
※特に、「工事施工要領書」の、火気工事における
安全対策については、現場図面、現場の状況、写真
等と対応させながら、作業環境（仕切り、パージ、可
燃性ガス濃度、周囲の可燃物の有無、清掃状況
等）、及び防護措置（火気養生、保護具、消火器等）
について、適切かどうかを再確認する。
・「化学設備の非定常作業における安全衛生対策の
ためのガイドライン」の要求する事項の再確認
・工事内容に関連する、過去の事故事例と再発防止
対策の確認

関係機関 検査記録

５）工事着工前打ち合わせ

７）安全対策実施

８）立ち合い・着工

６）工事許可 工事発注者

工事発注者

工事発注者

３）工事施工要領作成 工事請負業者工事発注者

工事案件の発生

11）試運転


